


記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるとき

は、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行

うことができる。 

 第８条第１項ただし書きを削る。 

 別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

区分 ⾦額 

複写機により⽤紙に複写したもの

（⽇本産業規格Ａ列３番以下の⼤

きさの⽤紙に限る。） 

モノクロ １枚（⽚⾯）につき１０円 

カラー １枚（⽚⾯）につき５０円 

電磁的記録の複写

によるもの 

光ディスク CD-R（700MB） １枚につき 100円 

DVD-R（4.7GB） １枚につき 120円 

その他の電磁的媒体 実費を勘案し広域連合⻑

が定める額 

写しの送付に関する費⽤ 郵送⼜は信書便による送

付に要する費⽤に相当す

る額 

 備考 

  １ 用紙の両面に印刷された文書、図画又は写真については、片面を１枚として算

定する。 

 

    附 則（令和５年３月２３日規則第４号） 

  この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


